
（増刊 44）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

４４

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示
（
収
用
委
）

○
東
京
都
収
用
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

訓

令
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
三

訓

令
（
議
）

○
東
京
都
議
会
議
会
局
組
織
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
東
京
都
議
会
議
会
局
事
案
決
定
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
出
勤
記
録
整
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

告

示
（
議
）

○
東
京
都
議
会
情
報
公
開
推
進
委
員
会
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

規

則
（
公
）

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
８
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
警
察
職
員
の
定
員
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
３８年

８
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
警
察
官
の
階
級
別
定
員
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
３１日

ま
で
の
間
は
、
第
２

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
表（
１）の

項
に
定
め
る
人
員
に
次
に
定
め
る
人
員
を
そ
れ
ぞ
れ

加
え
た
人
員
と
す
る
。

警
察
官

９８人

内
訳巡

査
９８人

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
収
用
委
）

◉
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
収
用
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
六
十
年
東
京
都
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
収
用
委
員
会

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
旧
印
の
保
存
及
び
廃
棄
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
改
刻
等
」
を
「
組

織
の
改
廃
、
改
刻
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
公
印
台
帳
」
を
「
東
京
都
収
用
委
員
会
公
印
台
帳
」
に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
印
管
理
者
の
任
務
）

第
七
条

公
印
管
理
者
は
、
事
務
局
長
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
公
印
取
扱
主
任
の
指
名
等
）

第
八
条

公
印
管
理
者
の
下
に
公
印
取
扱
主
任
（
以
下
「
主
任
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
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２

主
任
は
、
公
印
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

主
任
は
、
公
印
管
理
者
の
命
を
受
け
て
公
印
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
。

４

公
印
管
理
者
又
は
主
任
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
公
印
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が

そ
の
事
務
を
代
行
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
を
公
印
管
理
者
」
を
「
及
び
必
要
な
事
項
を
記
入
し
た
別
記
第
五
号
様
式
に

よ
る
公
印
事
前
押
印
・
刷
り
込
み
文
書
等
処
理
簿
を
公
印
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
記

第
五
号
様
式
に
よ
る
」
及
び
「
事
前
押
印
し
た
文
書
等
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
書
き
損
じ
、

汚
損
、
破
損
」
を
削
り
、
「
人
事
異
動
等
」
を
「
人
事
異
動
、
公
印
の
改
刻
等
」
に
改
め
、
「
と
き

は
」
の
下
に
「
速
や
か
に
、
書
き
損
じ
、
汚
損
又
は
破
損
に
よ
り
使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
は
使
用

終
了
手
続
時
に
（
公
印
管
理
者
が
求
め
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
発
生
の
都
度
）
」
を
加
え
、
「
速

や
か
に
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
事
前
押
印
」
を
「
事
前
押
印
を
」
に
、
「
刷
り
込
み
」
を
「
刷
り
込
み
を
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一

一
の
項
公
印
管
理
者
の
欄
中
「
総
務
課
長
」
を
「
事
務
局
総
務
課
長
（
以
下
「
総
務
課

長
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
公
印
管
理
者
の
欄
中
「
総
務
課
長
及
び
審
理
課
長
」
を

「
上
記
課
の
課
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
収
用
委
員
会
公
印
規
程
別
記
第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
同
告
示
第
十
一
条
第
二
項
（
同
告
示
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

第
三
条
第
一
項
中
「
特
地
手
当
の
基
礎
額
」
を
「
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
（
第
五
条

に
お
い
て
「
合
計
額
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
準
ず
る
手
当
の
月
額
）

第
五
条

準
ず
る
手
当
の
月
額
は
、
異
動
又
は
採
用
に
よ
り
特
地
公
署
に
勤
務
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日

（
以
下
「
異
動
等
の
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
三
年
に
達
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
合
計
額
に

百
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会

が
特
に
必
要
と
認
め
る
職
員
に
支
給
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
に

達
し
た
日
後
は
、
合
計
額
に
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
異
動
等
の
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
の
区
分

に
対
応
す
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
中
「
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
」
を
削

り
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

別
表
第
一
中
「
百
分
の
十
五
」
を
「
百
分
の
十
二
」
に
、
「
百
分
の
十
九
」
を
「
百
分
の
十
六
」
に
、

「
百
分
の
二
十
三
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
を
削
る
。

別
表
第
三
中
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
改
正
の
廃
止
）

２

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
規
程
の
一
部
改
正
（
令
和
七

年
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
二
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
組
織
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

第
十
二
条
の
表
管
理
部
の
部
総
務
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
二

十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
公
開
」
の
下
に
「
そ
の
他
政
治
倫

理
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第

十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
連
絡
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
三
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
事
案
決
定
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

別
表
中

「
十
六

公
文

書
の
開
示

等
に
関
す

る
こ
と
。

一

特
に
重

要
な
公
文

書
の
開
示

等
に
関
す

る
こ
と
。

一

重
要
な
公
文
書
の
開
示

等
に
関
す
る
こ
と
。

一

公
文
書

の
開
示
等

に
関
す
る

こ
と
（
特

に
重
要
又

は
重
要
な

も
の
を
除

く
。
）
。

」
を

「
十
六

公
文

書
の
開
示

等
に
関
す

る
こ
と
。

一

特
に
重

要
な
公
文

書
の
開
示

等
に
関
す

る
こ
と
。

一

重
要
な
公
文
書
の
開
示

等
に
関
す
る
こ
と
。

一

公
文
書

の
開
示
等

に
関
す
る

こ
と
（
特

に
重
要
又

は
重
要
な

も
の
を
除

く
。
）
。

に

十
七

保
有

個
人
情
報

の
開
示
、

訂
正
及
び

利
用
停
止

に
関
す
る

こ
と
。

一

特
に
重

要
な
保
有

個
人
情
報

の
開
示
、

訂
正
及
び

利
用
停
止

に
関
す
る

こ
と
。

一

重
要
な
保
有
個
人
情
報

の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用

停
止
に
関
す
る
こ
と
。

一

保
有
個

人
情
報
の

開
示
、
訂

正
及
び
利

用
停
止
に

関
す
る
こ

と
（
特
に

重
要
又
は

重
要
な
も

の
を
除

く
。
）
。

」

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（増刊 44）東 京 都 公 報令和8年3月31日（火曜日）５

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
四
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
職
員
出
勤
記
録
整
理
規
程
（
平
成
三
年
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

別
表
中
四
十
六
の
項
を
削
り
、
二
十
二
の
項
か
ら
四
十
五
の
項
ま
で
を
二
十
三
の
項
か
ら
四
十
六
の

項
ま
で
と
し
、
二
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二

健
康
管
理
休
暇

休健

別
表
中
二
の
項
か
ら
二
十
の
項
ま
で
を
三
の
項
か
ら
二
十
一
の
項
ま
で
と
し
、
一
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

二

在
宅
勤
務
等

宅在

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
一
号

東
京
都
議
会
情
報
公
開
推
進
委
員
会
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

推
進
委
員
会
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
長
の
求
め
に
応
じ
て
、
個
人
情
報
の
適
正
な

取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
検
討
し
、
及
び
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
に
当
た
っ
て
の
調
査
を
行
い
、

意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
中
「
第
二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
二
号

東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
議
会
議
長

増

子

博

樹

第
五
十
三
条
中
「
す
る
不
開
示
情
報
」
の
下
に
「
又
は
東
京
都
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
」
を
加
え
、
「
当
該
不
開
示
情
報
」
を
「
当
該
情
報
」

に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

主
務
課
長
は
、
秘
密
文
書
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
当
該
秘
密
文
書
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

決
定
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
第
五
十
四
条
第
一
項
の
指
定
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
起
案
文
書
及
び
収
受
文
書
（
他
の
起
案
文
書
に
添
付
す
る
も
の
及
び
資
料
文
書
を
除
く
。
）
の

部
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
も
の
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

保
有
個

人
情
報

の
開
示
、

訂
正
又

は
利
用

停
止
に

関
す
る

も
の

保
有
個
人

情
報
の
開

示
、
訂
正

又
は
利
用

停
止
に
係

る
基
本
的

な
方
針
等

に
関
す
る

も
の

保
有
個
人

情
報
の
目

的
外
利
用

又
は
提
供

に
関
す
る

も
の

保
有
個
人

情
報
の
開

示
、
不
開

示
、
訂
正
、

不
訂
正
、

利
用
停
止

又
は
利
用

不
停
止
の

決
定
等
に

関
す
る
も

の
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こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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